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岐阜県 岐阜市
○ ○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 大垣市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 高山市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・各学校での担当となっている事務職員
から困窮されている家庭に打診する

岐阜県 多治見市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
岐阜県 関市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 中津川市

○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 美濃市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 瑞浪市

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
市ＨＰの制度を説明するページを学校
事務職員と連携し，ＱＡを設けるなど編
集した。

岐阜県 羽島市

○ ○ ○ ○ ○
年1回、在校生へ就学援助のお知らせを配布（10月頃）
市役所関係部署（児童扶養手当担当課、子ども家庭センター等）との連携による相談時の
案内

○ ○ ○

在校生へのチラシの配布や、市広報誌
での啓発、市役所関係部署と連携し、
転入者や児童扶養手当の手続きのた
め来庁した市民等に当該制度の案内を
行っている。

岐阜県 恵那市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 美濃加茂市

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外国語の制度案内や記入例を配布。

岐阜県 土岐市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 各務原市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

学校だよりに就学援助制度の案内を掲載、児童扶養手当申請者に就学援助制度の書類
を配布

○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 可児市

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 山県市

○ ○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 瑞穂市

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 飛騨市 ○ ○ ○ ○ 飛騨市入学予定の児童に保育園を通して配布。（市外保育園の場合郵送） ○ ○
岐阜県 本巣市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
岐阜県 郡上市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 小学校新入学児の母子家庭に就学援助制度の申請書類を送付 ○ ○

岐阜県 下呂市

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
全保護者が登録している学校メールで配信。市民課窓口でのひとり親への周知。子育て
世帯へのパンフレット（子育てブック）配布。

○ ○ ○

令和4年度からオンライ
ン申請とした。（オンライ
ンできない場合は、従
前の紙にて学校また
は、教育委員会に提
出。）

○ ○ ○

学校メールでのお知らせやオンライン申
請などのデジタルによる周知や申請を
取り入れ、簡単な質問項目を入力する
ことで、申請が完了するように簡素化し
た。また、申請後の決定通知もデジタル
通知に対応。就学援助に関する様々な
お知らせや申請をスマホで完結できる
ようにし、煩雑さをなくした。

岐阜県 海津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 岐南町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 笠松町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 養老町

○

入学説明会が行われる時期に、各小学校・こども園・保育園に就学援助制度の案内文書
を送付し、小学校やこども園等を通じて、小中学校新１年生の保護者に文書を渡してもらっ
ている。離婚届出時や児童扶養手当申請時にあわせて保護者に制度の周知をするととも
に、自治体のウェブサイトに制度について掲載をしている。

○ ○ ○ ○
離婚等の手続きの際に部署間で連携し
ている。学校に書類を備え付け、周知
に協力してもらっている。

岐阜県 垂井町
○ ○ ○

随時申請を受け付けており、年度中途で認定を受けた場合
は、認定日の属する月の直近の９月分若しくは翌年１月分
から援助。

○ ○

岐阜県 関ケ原町
○ ○ ○ ○

岐阜県 神戸町

○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 輪之内町
○ ○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 安八町 ○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 揖斐川町

○ ○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 大野町

○ ○ ○ ○ ○ ○ 保護者宛の一斉配信メール（すぐーる）により周知 ○ ○

岐阜県 池田町 ○ ○ ○ ○ ○ ○
岐阜県 北方町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
岐阜県 坂祝町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
岐阜県 富加町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
岐阜県 川辺町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 七宗町
○ ○ ○ ○

岐阜県 八百津町
○ ○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 白川町
○ ○ ○ ○ ○

民生委員が、希望者の
世帯状況等を調査のう
え、教育委員会へ提出

○ ○

岐阜県 東白川村
○ ○ ○ ○ 該当者に広報している

岐阜県 御嵩町

○ ○ ○ ○ ○ ○

岐阜県 白川村

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岐阜県

揖斐郡養基小
学校養基保育
所組合

○ ○ ○ ○ ○

岐阜県

大垣市・安八
郡安八町東安
中学校組合

○ ○ ○ ○ ○

岐阜県
可児市・御嵩
町中学校組合

○ ○ ○ ○ ○ ○

岐阜県

美濃加茂市富
加町中学校組
合

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

都道府県 市町村名

１．就学援助制度の周知方法

（１）就学援助制度の周知方法（あてはまるものに○）

（４）　（３）のオの内容・補足事項

（５）就学援助（要保護・準要保護）の申請書の提出方法
（あてはまるもの全てに○）

（６）（５）のキの内容

（７）就学援助制度の周知方法や申請書の表記等の工夫
（あてはまるもの全てに○）

ウ．随時
申請を受
け付けて
おり，締
切を過ぎ
た申請の
場合は申
請月や認
定月以降
分から援
助

エ．各学
期で申請
締切を設
定し、各
学期始め
から援助

オ．その
他

ア．申請
を希望す
る者が学
校に提出

Ⅰ　令和５年度就学援助制度の実施について

（８）
（７）のカの内容

キ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
布

ク．民生
委員やス
クール
ソーシャ
ルワー
カー等か
ら案内を
配布

ケ．教育
委員会か
ら児童生
徒がいる
世帯へ案
内を送付

コ．その
他

ア．申請
締切を設
定し，期
間内の申
請のみ受
け付け

イ．随時
申請を受
け付けて
おり，年
度当初分
から援助

ア．教育委員
会のウェブサ
イトに制度を
掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載
又は就学
案内の書
類ととも
に配布

エ．就学
時健康診
断の際に
学校で就
学援助制
度の書類
を配布

オ．学校
の入学説
明会で就
学援助制
度の書類
を配布

カ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
布

（２）　（１）のコの内容

（３）　就学援助（要保護・準要保護）の申請期間
（あてはまるもの１つに○）

ア．目に
つきやす
いタイト
ルや平易
な文面の
使用

イ．漢字
にはフリ
ガナを付
記

ウ．援助
対象とな
る年間所
得の目安
額等を記
載

エ．各費
目の援助
額や年間
総援助額
の記載

オ．外国
語の申請
書を作成

カ．その
他

イ．申請
を希望す
る者が教
育委員会
に提出

ウ．申請
を希望す
る者が学
校もしく

は教育委
員会に提

出

エ．申請
の有無に
かかわら
ず、全員
が学校に

提出

オ．申請
の有無に
かかわら
ず、全員
が教育委
員会に提

出

カ．申請
の有無に
かかわら
ず、全員
が学校も
しくは教

育委員会
に提出

キ．その
他
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岐阜県 岐阜市

岐阜県 大垣市

岐阜県 高山市
岐阜県 多治見市
岐阜県 関市

岐阜県 中津川市
岐阜県 美濃市

岐阜県 瑞浪市

岐阜県 羽島市

岐阜県 恵那市

岐阜県 美濃加茂市
岐阜県 土岐市

岐阜県 各務原市

岐阜県 可児市

岐阜県 山県市

岐阜県 瑞穂市
岐阜県 飛騨市
岐阜県 本巣市
岐阜県 郡上市

岐阜県 下呂市
岐阜県 海津市

岐阜県 岐南町

岐阜県 笠松町

岐阜県 養老町

岐阜県 垂井町

岐阜県 関ケ原町

岐阜県 神戸町

岐阜県 輪之内町
岐阜県 安八町

岐阜県 揖斐川町

岐阜県 大野町
岐阜県 池田町
岐阜県 北方町
岐阜県 坂祝町
岐阜県 富加町
岐阜県 川辺町

岐阜県 七宗町

岐阜県 八百津町

岐阜県 白川町

岐阜県 東白川村

岐阜県 御嵩町

岐阜県 白川村

岐阜県

揖斐郡養基小
学校養基保育
所組合

岐阜県

大垣市・安八
郡安八町東安
中学校組合

岐阜県
可児市・御嵩
町中学校組合

岐阜県

美濃加茂市富
加町中学校組
合

都道府県 市町村名

37 1 4 1 3 0 0 37 1 0 0 0 0 0 0 1 4 11 21 0 17 18 12 22 17 6 4 2 2 1 1 0 0 1 3 1 1 2

○ ○ ○ ○ ○ ○
制度のお知らせと申請書、記入例を返信用封筒と共に
市内入学予定児童の保護者宛に郵送

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
白川町子育て応援給付
金

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

現在のところニーズを
把握していないため（具
体的な要望が保護者か
ら無い）

○ ○ ○ ○

○

○

○

２．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）

令和５年７月時点の市区町村の実施（検討）状況（あてはまるもの１つに○）

＜小学校＞

＜小学校＞
（２）（１）のカの内容

＜小学校＞ ＜小学校＞ ＜小学校＞

＜小学校＞
（６）（５）のコの内容

＜小学校＞
　（７）　（４）でア．イ．ウ．エ
に○をした場合、（入学前
支給の）
①周知時期
②申請期日
③（アの場合）支給時期

＜小学校＞

＜小学校＞
（９）（８）のエ及びオの
内容

ウ．就学
案内の書
類に記載
又は就学
案内の書
類とともに
配布

エ．就学
時健康診
断の際に
学校で案
内を配布

オ．学校
の入学前
説明会の
際に案内
を配布

カ．域内の
幼稚園や
保育所で
案内を配
布

エ．未定 ア．　８月
以前

イ．  ９月 ウ．１０月 エ．１１月 オ．１２月ア．入学
前支給を
行ってい

る

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが、
現在検討
はしてい

る

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず、現
在検討も
していな

い

エ．そもそ
も新入学
学用品や
その費用
を無償化
している
ため、入
学前支給
を行って
いない

オ．そもそ
も対象者
がいない
ため、入
学前支給
を行って
いない

カ．その
他

ア．令和
４年度
（令和５
年度新入
学分）以
前

イ．令和
５年度
（令和６
年度新入
学分）

ウ．令和
６年度
（令和７
年度新入
学分）以
降

キ．域内
の小中学
校で在校
生及び保
護者に対
して案内
を配布（兄
弟姉妹が
いる場合
など）

ク．民生委
員やス
クール
ソーシャル
ワーカー
等から案
内を配布

ケ．小学
校入学予
定者がい
る家庭へ
案内を郵
送

コ．その他 ア．予算
の確保が
困難だか
ら

イ．規則
改正など
の内部手
続きに時
間がかか
るから

カ．　１月 キ．　２月 ク．　３月 ケ． ４月
初旬（入学
式前）

ア．教育
委員会の
ウェブサイ
トに案内を
掲載

イ．自治体
の広報誌
等に案内
を掲載

ウ．認定
回数が増
える、支
給後に転
居へした
場合の対
応など、
事務業務
量が増加
するから

エ．（入学
前支給と
は異なる）
自治体独
自の教育
費負担軽
減制度が
あるから

オ．その
他
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岐阜県 岐阜市

岐阜県 大垣市

岐阜県 高山市
岐阜県 多治見市
岐阜県 関市

岐阜県 中津川市
岐阜県 美濃市

岐阜県 瑞浪市

岐阜県 羽島市

岐阜県 恵那市

岐阜県 美濃加茂市
岐阜県 土岐市

岐阜県 各務原市

岐阜県 可児市

岐阜県 山県市

岐阜県 瑞穂市
岐阜県 飛騨市
岐阜県 本巣市
岐阜県 郡上市

岐阜県 下呂市
岐阜県 海津市

岐阜県 岐南町

岐阜県 笠松町

岐阜県 養老町

岐阜県 垂井町

岐阜県 関ケ原町

岐阜県 神戸町

岐阜県 輪之内町
岐阜県 安八町

岐阜県 揖斐川町

岐阜県 大野町
岐阜県 池田町
岐阜県 北方町
岐阜県 坂祝町
岐阜県 富加町
岐阜県 川辺町

岐阜県 七宗町

岐阜県 八百津町

岐阜県 白川町

岐阜県 東白川村

岐阜県 御嵩町

岐阜県 白川村

岐阜県

揖斐郡養基小
学校養基保育
所組合

岐阜県

大垣市・安八
郡安八町東安
中学校組合

岐阜県
可児市・御嵩
町中学校組合

岐阜県

美濃加茂市富
加町中学校組
合

都道府県 市町村名

39 1 4 0 2 0 0 39 1 0 0 0 0 0 0 2 4 11 21 1 0 1 3 1 1 2 13 1 28 0 1 3 0 0

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ 白川町子育て応援給付金 ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○
現在のところニーズを把握していない
ため（具体的な要望が保護者から無
い）

○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

３．　家計急変世帯の認定について（準要保護）

（１）　当てはまるもの１つに○

（２）　（１）のキの内容

＜中学校＞ ＜中学校＞

＜中学校＞
（６）　（５）のエ及びオの内容

ア．従前
より家計
急変世帯
の認定を
行ってお
り、その
際と同様
の基準に
より認定

エ．未定 ア．　８月
以前

イ．  ９月 ウ．１０月
＜中学校＞

エ．そもそ
も新入学
学用品や
その費用
を無償化
している
ため、入
学前支給
を行って
いない

オ．そもそ
も対象者
がいない
ため、入
学前支給
を行って
いない

カ．その
他

ア．令和４
年度（令和
５年度新
入学分）以
前

イ．令和５
年度（令和
６年度新
入学分）

ウ．令和６
年度（令和
７年度新
入学分）以
降

ア．入学
前支給を
行ってい

る

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが、
現在検討
はしてい

る

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず、現
在検討も
していな

い
＜中学校＞
（２）（１）のカの内容

＜中学校＞
ア．予算
の確保が
困難だか
ら

イ．規則
改正など
の内部手
続きに時
間がかか
るから

ウ．認定
回数が増
える、支
給後に転
居へした
場合の対
応など、
事務業務
量が増加
するから

エ．（入学
前支給と
は異なる）
自治体独
自の教育
費負担軽
減制度が
あるから

オ．その
他

エ．１１月 オ．１２月 カ．　１月 キ．　２月 ク．　３月 ケ． ４月
初旬（入
学式前）

イ．新た
に認定基
準等を整
備し、そ
の基準に
より認定

ウ．相談
があった
場合、事
例に応じ
て個別に
支援

エ．就学
援助制度
以外の経
済的支援
により対
応

オ．新た
に認定基
準等を整
備するこ
とを検討
中

カ．そも
そも対象
者がいな
い

キ．その
他
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岐阜県 岐阜市

岐阜県 大垣市

岐阜県 高山市
岐阜県 多治見市
岐阜県 関市

岐阜県 中津川市
岐阜県 美濃市

岐阜県 瑞浪市

岐阜県 羽島市

岐阜県 恵那市

岐阜県 美濃加茂市
岐阜県 土岐市

岐阜県 各務原市

岐阜県 可児市

岐阜県 山県市

岐阜県 瑞穂市
岐阜県 飛騨市
岐阜県 本巣市
岐阜県 郡上市

岐阜県 下呂市
岐阜県 海津市

岐阜県 岐南町

岐阜県 笠松町

岐阜県 養老町

岐阜県 垂井町

岐阜県 関ケ原町

岐阜県 神戸町

岐阜県 輪之内町
岐阜県 安八町

岐阜県 揖斐川町

岐阜県 大野町
岐阜県 池田町
岐阜県 北方町
岐阜県 坂祝町
岐阜県 富加町
岐阜県 川辺町

岐阜県 七宗町

岐阜県 八百津町

岐阜県 白川町

岐阜県 東白川村

岐阜県 御嵩町

岐阜県 白川村

岐阜県

揖斐郡養基小
学校養基保育
所組合

岐阜県

大垣市・安八
郡安八町東安
中学校組合

岐阜県
可児市・御嵩
町中学校組合

岐阜県

美濃加茂市富
加町中学校組
合

都道府県 市町村名

６．就学援助率
（４）　（３）で ソ，タ
又はチに○をした場
合，生活保護基準
額等に掛ける係数
（倍率）

（５）　（３）で ツに○
をした場合，市区町
村民税課税最低限
度額に掛ける係数
（倍率）

倍 倍

39 41 37 38 39 45 25 17 28 31 21 18 29 29 8 15 10 0 14 33 0 14 2 13 10 4 6 3 0 0 10 10

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 ○ 平成24 12 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 災害を受けたために学用品費等の経済負担が困難と認められる者 ○ 平成24 4 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 ○ 平成28 4 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 ○ 平成24 12 10%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 ○ 平成23 4 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 その他教育委員会が特に援助を必要としていると認める者 ○ 平成24 12 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労
働者
・災害を受けたために学用品費等の経費負担が困難と認められる者
・その他教育委員会が特に援助が必要と認める者

5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 ○ 平成24 12 10%未満

○ 1.5 ○ 平成24 4 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の
基準により算出された需要額の1.5倍未満

10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5

・主たる生計維持者の失業、失踪若しくは死亡又は世帯への災害等により、急
激に生活が悪化し、今後の世帯の所得の合計が定める基準に該当すると見
込まれるもの。
・その他教育委員会が特に援助を必要とするもの。

○ 平成30 4 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ア、イ、エ、オ、カ、セについて、保護者および
保護者と住所を同じくする者全員の市町村民
税が非課税であることを併せて認定基準とし
ている。

5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 10%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 ○ ○ 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5
平成24年度の生活保護法による保護の基準
を適用中

○ 平成24 4 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 災害を受けたために学用品費等の経費負担が困難と認められる者 ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 ○ ○ 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 ○ ○ 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・その他特別な事情により特に経済的に困窮していると教育委員会が認める
者
・上記または○に該当する者の中で、教育委員会において家計の収支状況等
を総合的に判断する。

5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ 特に教育委員会が必要と認める者 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 5%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ その他教育委員会が特に就学援助を必要と認めた者 5%未満

○ ○ 特別支援教育就学奨励費の認定基準を参考に認定している 5%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5
世帯の経済的状況の急変等により、生計を一にする世帯全員の前年の所得
合計額が生活保護の基準額に一定の係数を掛けたもの（１．５倍以下）を適用
することが当事者に不利であり、かつ、就学援助が認められるとき

○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 ○ ○ 5%未満

○ ○ ○ 1.3

金融、経済危機等雇用者及び被雇用者の責めによらない雇用情勢の急激な
悪化による離職及び減収が生じた場合。良好な家庭環境を維持するのに著し
く悪影響を及ぼす雇用環境又は条件の変化により離職又は転職を余儀なくす
る場合。離職等による減収により、世帯の総収入が生活保護基準を下回ること
が確認できた場合。

○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ 1.3

金融、経済危機等雇用者及び被雇用者の責めによらない雇用情勢の急激な
悪化による離職及び減収が生じた場合。良好な家庭環境を維持するのに著し
く悪影響を及ぼす雇用環境又は条件の変化により離職又は転職を余儀なくす
る場合。離職等による減収により、世帯の総収入が生活保護基準を下回ること
が確認できた場合。

○ ○ 10%未満

○ ○ 特別支援教育就学奨励費の認定基準を参考に認定している 10%未満

４．就学援助制度の根拠規定・認定基準について ５．生活保護基準見直しによる準要保護への影響及び対応について

（４）　（１）で「イ．反映させない

（３）　令和５年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

（６）　（３）でテと回答した場合，その他の基準の内容

イ．生活保護基準見直
しの影響が生じないと想
定されるため、対応して
いない（準要保護者が

いない、影響を受ける所
得層の準要保護者がい

ない等）

ウ．生活保護基準見直
しの影響が生じると想定
されるが、対応していな

い

ス．保
護者の
職業が
不安定
で、生
活状態
が悪い
と認め
られる
者

セ．生
活福祉
資金に
よる貸
付け

ソ．生活保護の
基準額に一定
の係数を掛け
たもの（生活保
護の基準額が
変わると自動
的に要件が変
わるもの）（例：
生活保護の1.3
倍、1.5倍等）
（係数（倍率）を
（４）に記入して
ください。）

タ．生活保護の
基準額に一定
の係数を掛け
たもの（生活保
護の基準額を
参照して額を
定めているも
の）（例：生活
保護の1.3倍の
額（394万円）、
1.5倍（455万
円）等）（係数
（倍率）を（４）
に記入してくだ
さい。）

チ．特別支援
教育就学奨励
費の需要額測
定に用いる保
護基準額、又
は同基準額に
一定の係数を
掛けたもの（係
数（倍率）を
（４）に記入して
ください。記入
例はコメント欄
参照）

ツ．市区町村
民税（所得割
又は均等割）
課税最低限度
額に一定の係
数を掛けたも
の　（例：課税
最低限度額の
1.0倍、1.5倍
等）（係数およ
び目安額を
（５）に記入して
ください。）

キ．保
護者が
職業安
定所登
録日雇
労働者

ク．PTA
会費、
学級費
等の学
校納付
金の減
免が行
われて
いる者

ケ．個
人の事
業税の
減免

コ．固定
資産税
の減免

サ．学校納付
金の納付状
態の悪い者、
昼食、被服等
が悪い者ま
たは学用品、
通学用品等
に不自由して
いる者等で
保護者の生
活状態がき
わめて悪いと
認められるも
の

シ．経
済的な
理由に
よる欠
席日数
が多い
者

（７）　補足事項

４．（３）で ソ，タに○をした場合，平成３０年１０月から段階的に実施されている生活保護基準の見直しに伴い，見直し前と比べて，生活保護基準額が減額となる場合についての令和５年４月以降の対応

テ．その
他

係数（倍率） 係数（倍率）
（１）　令和５年４月以降、準要保護の認定 （２）　（１）にて「ア．反映させる（新たな認定基準に更新）」に○をした場合、令和５年４月以降、生活 （３）　（２）でエとした場合のその

内容イ．反映させない（従
前の認定基準を継

続）

ア．生活保護基準見直
しの影響が生じる可能

性があるため、対応して
いる。（見直し後の生活
保護基準に基づく準要
保護の認定基準で否認
定となった者は、改め
て、見直し前の生活保
護基準に基づく準要保
護の認定基準により再

認定など）

ア．反映させる（新た
な認定基準に更新）

ア．生
活保護
法に基
づく保
護の停
止また
は廃止

イ．市区
町村民
税の非
課税

ウ．市
区町村
民税の
減免

エ．国
民年金
保険料
の免除

オ．国
民健康
保険法
の保険
料の減
免また
は徴収
の猶予

カ．児童
扶養手
当の支
給

エ．その他

年 月

令和４年度
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岐阜県 岐阜市

岐阜県 大垣市

岐阜県 高山市
岐阜県 多治見市
岐阜県 関市

岐阜県 中津川市
岐阜県 美濃市

岐阜県 瑞浪市

岐阜県 羽島市

岐阜県 恵那市

岐阜県 美濃加茂市
岐阜県 土岐市

岐阜県 各務原市

岐阜県 可児市

岐阜県 山県市

岐阜県 瑞穂市
岐阜県 飛騨市
岐阜県 本巣市
岐阜県 郡上市

岐阜県 下呂市
岐阜県 海津市

岐阜県 岐南町

岐阜県 笠松町

岐阜県 養老町

岐阜県 垂井町

岐阜県 関ケ原町

岐阜県 神戸町

岐阜県 輪之内町
岐阜県 安八町

岐阜県 揖斐川町

岐阜県 大野町
岐阜県 池田町
岐阜県 北方町
岐阜県 坂祝町
岐阜県 富加町
岐阜県 川辺町

岐阜県 七宗町

岐阜県 八百津町

岐阜県 白川町

岐阜県 東白川村

岐阜県 御嵩町

岐阜県 白川村

岐阜県

揖斐郡養基小
学校養基保育
所組合

岐阜県

大垣市・安八
郡安八町東安
中学校組合

岐阜県
可児市・御嵩
町中学校組合

岐阜県

美濃加茂市富
加町中学校組
合

都道府県 市町村名

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

43 1 1 7 7 7 35 35 0 2 42 0 0 3 3 3 39 39 0 5 6 6 6 0 0 0 0 0 0 6 42 15 15 26 26 26 1 1 1 5 7

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 21,738

○ ○ 11,629 ○ ○ 54,060 ○ ○ 0
実績な
し

○ ○ 23,007
物価高騰対策により、令和4年12月～令和5年
2月、給食費を無償化した。

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 29,388

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 25,998
○ ○ 11,630 10,753 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690 17,035

○ ○ 13,900

通学用
品費を
含み一
定額支
給

○ ○ 54,060 ○ ○ 0
実績が
ない

○ ○ 28,581
通学用品費と学用品費を併せて一定額支給し
ている。金額：１年11,630円、その他学年
13,900円

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690 22,461

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 0
実績な
し

○ ○ 22,690 21,647

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690 22,510

・医療費は、地方単独事業にて補助されてい
る。
・給食費は、新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金にて令和4年8月から令
和5年3月まで、市内小学校（義務教育学校を
含む）に在籍する児童全員が無償となった。

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 0
実績な
し

○ ○ 22,690 21,279

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690 16,479

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,556

○ ○ 11,630 10,737 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690 19,607

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690 18,037

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690 22,215

医療費については、山県市就学援助費支給
要綱に支給対象者は、市外に住所を有し、市
内の小学校に在学又は入学予定者の保護者
となっており、実績はありません。

○ ○ 15,000
Ｒ５に予
算計上
した額

○ ○ 54,060 ○ ○ 25,000
Ｒ５に予
算計上
した額

○ ○ 11,630 11,581 ○ ○ 56,020 46,875 ○ ○ 22,690 22,690
○ ○ 11,630 10,832 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690 21,706
○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690 22,288

○ ○ 13,900 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690 17,328

学用品費は２、３年金額。１年は11,630円。
給食費は保護者に支給しない。（就学援助は
給食費減免としており、就学援助費を給食費
に直接充当）

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690 20,947

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,029
学校給食費：令和５年度予算に計上した単価
（年度途中の認定、辞退、欠食等あるため分
母の設定が困難）

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,094
学校給食費：令和５年度予算に計上した単価
（年度途中の認定、辞退、欠食等あるため分
母の設定が困難）

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 20,559
６学年
のみ

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690 22,165

○ ○ 11,630 11,630 ○ ○ 54,060 0
対象者
なし

○ ○ 22,690 20,850

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690 22,690

○ ○ 11,630 11,630 ○ ○ 54,060 54,060
入学後
支給

○ ○ 22,690 14,116

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○

補助を
実施（上
限3万
円）

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 0
実績無
し

○ ○ 22,690 18,266

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 30,067
○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690 20,321
○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 20,000
○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690 17,596
○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690 14,808

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060
入学後
支給

○ ○ 22,690 22,690

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 0
該当な
し

○ ○ 23,418

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060
入学後
支給

○ ○ 27,239

○ ○ 11,630 ○ ○ 27,030
入学後
支給

○ ○ 22,690 22,690

○ ○ 9,220 ○ ○ 51,110 ○ ○ 21,580 20,851

○ ○ 11,630 11,630 ○ ○ 22,690 0
実績な
し

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 0
実績無
し

７．令和５年度準要保護就学援助額

（１）　費目毎の援助額 （５）補足事項
修学旅行費学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）



46 46

岐阜県 岐阜市

岐阜県 大垣市

岐阜県 高山市
岐阜県 多治見市
岐阜県 関市

岐阜県 中津川市
岐阜県 美濃市

岐阜県 瑞浪市

岐阜県 羽島市

岐阜県 恵那市

岐阜県 美濃加茂市
岐阜県 土岐市

岐阜県 各務原市

岐阜県 可児市

岐阜県 山県市

岐阜県 瑞穂市
岐阜県 飛騨市
岐阜県 本巣市
岐阜県 郡上市

岐阜県 下呂市
岐阜県 海津市

岐阜県 岐南町

岐阜県 笠松町

岐阜県 養老町

岐阜県 垂井町

岐阜県 関ケ原町

岐阜県 神戸町

岐阜県 輪之内町
岐阜県 安八町

岐阜県 揖斐川町

岐阜県 大野町
岐阜県 池田町
岐阜県 北方町
岐阜県 坂祝町
岐阜県 富加町
岐阜県 川辺町

岐阜県 七宗町

岐阜県 八百津町

岐阜県 白川町

岐阜県 東白川村

岐阜県 御嵩町

岐阜県 白川村

岐阜県

揖斐郡養基小
学校養基保育
所組合

岐阜県

大垣市・安八
郡安八町東安
中学校組合

岐阜県
可児市・御嵩
町中学校組合

岐阜県

美濃加茂市富
加町中学校組
合

都道府県 市町村名

８．その他

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平均
額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

44 1 1 7 7 7 36 36 0 2 44 0 0 4 4 4 40 40 0 5 6 6 6 0 0 0 0 0 0 6 44 14 14 28 28 28 2 2 1 3 10 1

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 55,757

○ ○ 22,728 ○ ○ 63,000 ○ ○ 0
実績な
し

○ ○ 61,514
物価高騰対策により、令和4年12月～令和
5年2月、給食費を無償化した。

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 61,853

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 61,957
○ ○ 22,730 21,386 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910 51,611

○ ○ 25,000

通学用
品費を
含み一
定額支
給

○ ○ 63,000 ○ ○ 0
実績が
ない

○ ○ 59,086
通学用品費と学用品費を併せて一定額支
給している。金額：１年22,730円、その他学
年25,000円

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910 57,870

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 0
実績な
し

○ ○ 60,910 48,456

（１）学校給食費について，中学１・２年生と
中学３年生では授業日数が異なる。参考金
額として，中学１・２年生：６０，８３５円　中
学３年生：５７，５１１円

特記事項なし。

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910 50,234

・医療費は、地方単独事業にて補助されて
いる。
・給食費は、新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金にて令和4年8月か
ら令和5年3月まで、市内中学校（義務教育
学校を含む）に在籍する生徒全員が無償と
なった。

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 0
実績な
し

○ ○ 60,910 56,745

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910 48,623

研修参加費：中学生が校外活動及び修学
旅行の外に学校行事として1回参加する研
修に要する経費のうち、直接必要な交通
費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべき
こととなる経費

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 56,006

○ ○ 22,730 21,490 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910 42,337

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910 43,450

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910 51,549

医療費については、山県市就学援助費支
給要綱に支給対象者は、市外に住所を有
し、市内の中学校に在学又は入学予定者
の保護者となっており、実績はありません。

○ ○ 17,000
Ｒ５に予
算計上
した額

○ ○ 63,000 ○ ○ 60,000
Ｒ５に予
算計上
した額

○ ○ 22,730 22,181 ○ ○ 69,260 62,715 ○ ○ 60,910 58,554
○ ○ 22,730 21,893 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910 60,343
○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910 56,532

○ ○ 25,000 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910 50,324

学用品費は２、３年金額。１年は22,730円。
給食費は保護者に支給しない。（就学援助
は給食費減免としており、就学援助費を給
食費に直接充当）

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910 60,791

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 49,833
学校給食費：令和５年度予算に計上した単
価（年度途中の認定、辞退、欠食等あるた
め分母の設定が困難）

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 62,916
学校給食費：令和５年度予算に計上した単
価（年度途中の認定、辞退、欠食等あるた
め分母の設定が困難）

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 42,698
3学年の
み

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910 60,910

○ ○ 22,730 22,730 ○ ○ 63,000 63,000 ○ ○ 60,910 60,745

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910 60,910

○ ○ 22,730 22,730 ○ ○ 63,000 63,000
入学後
支給

○ ○ 60,910 34,000

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 10,910 10,910 ○

全生徒
に上限5
万円の
町独自
補助を
実施。
超えた
場合、
準要保
護認定
者には
差額分
10,910
円まで
支給。

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 0
実績無
し

○ ○ 60,910 49,543

校外活動費（宿泊を伴わないもの）・・・宿泊
を伴う校外活動が新型コロナウイルス感染
症の影響で日帰りとなったため、宿泊を伴
わないものとして支給した。

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 55,431
○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910 60,910
○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 23,000

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910 30,764

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000
入学後
支給

○ ○ 60,910 60,910

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 0
該当な
し

○ ○ 52,392

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000
入学後
支給

○ ○ 67,026

○ ○ 22,730 ○ ○ 30,000
入学後
支給

○ ○ 60,910 60,910

○ ○ 20,260 ○ ○ 57,980 ○ ○ 57,720 51,550

○ ○ 22,730 22,730 ○ ○ 60,000 60,000
入学後
支給

○ ○ 60,910 28,877

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910

○ ○ 20,260 ○ ○ 57,980 ○ ○ 57,720 52,440

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910 59,978

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童
生徒に対する貴市町村の取組・対応について，これ
までの回答への補足があればご記入ください。

（１）　費目毎の援助額 （５）補足事項
学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）


